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　最終予算額　 （Ａ)

　決　算　額 （Ｂ)

Ｂ(H24はＡ）のうち一般財源

 従事する職員数

 概算人件費 （Ｃ）

　概算事業費　（Ｂ(H24はA)＋Ｃ）

平成24年度事務事業評価シート （23年度実施事業分）

事業番号 中期総合計画主要施策番号 3-02 部・課

事　業　名 精神科救急医療整備事業

04 07 20

実施方法
国庫･
県単

・精神科救急病医院（こころの医療センター駒ヶ根ほか）へ委託及び補助

実施期間 H9 根拠法令等

①
　
事
 
業
 
の
 
概
 
要
 
等

目　的
(必要性)

・精神疾患の急激な発症や精神症状の悪化などにより、緊急に医療を必要とする精神障害者に対する医療体制を確保する。

対　象 ・精神科救急病院（輪番病院及び常時対応施設）

目指すべき姿 ・常に精神障害者の病状の急変に対応し、県民が安心して暮らせる医療体制を確保する。

事業内容

・休日や夜間の精神科救急医療体制を輪番制により確保

・精神科救急指定病院の医師等の待機及び空床確保に対する補助　（補助率：【国】1/2　、【県】1/2）

・２４時間３６５日、精神科医療相談窓口の設置

65,734

36,143

104,426 94,191②
事
業
コ
ス
ト

区　　分 単位 22年度

　概　算
　人件費

人 0.30

千円 53,674

千円

千円

0.30 0.30

25,590 47,096

千円 51,179 72,285 ―

千円 2,495 2,477

精神科救急指定病院（活） 病院

<効率指標(単位当りｺｽﾄ等)>
精神医療相談1件当たりのコスト 円/件

17

74,762

17 17

23年度 24年度（見込）

96,668

■　当面余地なし

□　当面余地なし

③
事
業
実
績

成果指標・活動指標内容 単位 22年度

精神医療相談件数（活）

726救急診療件数（活） 件

事業改善（有効性・
効率性）の余地

区　分

□　余地なし

□　余地なし

④
事
業
の
成
果

事業の目標(H23) 事業成果・評価 評価区分

期待どおり

b

⑥
総
合
分
析
等

総合分析
(今後の課題、
取組方針等)

　常時対応病院及び輪番病院との連携を更に進めるとともに、身体合併症状のある患者についての対応も検討す
る必要がある。

特記事項

⑤
事
業
の
課
題

事業ニーズの変化

県の関与を見直す
余地

kenko-choju@pref.nagano.lg.jp

■　横ばい □　減少

件 246

・東北信・中信・南信の圏域ごとに、救急当番表により365日、休日・夜間に
おける精神科救急医療体制を確保した。
・精神科救急情報センターにおいて、24時間体制で精神医療相談を実施
した。

500

左記以外のH23年度実績

23年度事業費の主な内訳

精神保健福祉法第４７条

国庫補助事業

2,477

委託料 17,882千円
補助金 54,403千円

23年度 24年度（当初）

内　線

E-mail

担
当
課

健康福祉部　健康長寿課

２６４３

924

判　定　・　説　明

□　増加

900

・３圏域ごとに輪番病院を指定し、365日、休日・夜
間における精神科救急医療体制を整備する。
・精神科救急情報センターを充実させ、２４時間精
神医療相談を実施する。

26,878

509

精神科救急対応日数
　休日等（8:30～17:00）　122日
　夜　 間（17:00～8:30）　365日

精神医療相談開設時間
　24時間・365日対応
（効率指標　算出式）
　当該事業費/精神医療相談件数

29,541 56,170

・精神科救急指定病院について、参加する輪番病院を増やし、
その負担軽減を図りつつ精神科救急医療体制を充実させる。
・精神科救急情報センターの相談窓口が24時間開設されている
ことを更に周知する必要がある。

判
定
の
説
明

□　余地あり

■　余地あり


